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【仕様書】９ 業務内容の詳細について

受付窓口とありますが、決められた受付時間・曜日は設定されているのでしょうか。

【仕様書】９ 業務内容の詳細について

原則として、平日 ８：30　～　17：15　を想定しています。
細かい部分は、交渉権を有した事業者と調整します。

【仕様書】９ 業務内容の詳細について

②については、「可能な限り」という記載がありますように、必須の要件とはしておりません。
そのため、ご提案の中で簡便的・代替的な対応方法等を含め、様々なご提案をしていただけれ
ばと考えております。

【仕様書】８ 事業実施に係る全般的事項について

「医療関連サービスマーク取得企業が所有・管理する資材を用いる事」とありますが、
医療関連サービスマーク取得企業が所有・管理・洗濯をした資材を提供しなければ
ならないという理解でよろしいでしょうか。

額の算出の方法につきましては、沖縄県法規集から「沖縄県病院事業局固定資産管理規程第
23 条第１項の別表１」をご確認下さい。
なお、沖縄県八重山病院入院セット事業仕様書の「5.使用許可場所」に記載がありますように、
使用許可をする具体的な場所・面積などの詳細は事業者決定後に協議を経て決定します。そ
のため、現時点で使用料の額を特定することはできません。
参考：「沖縄県病院事業局固定資産管理規程第 23 条第１項の別表１」に基づく当院の建物1平
米あたりの使用料は　2,391円（令和4年3月時点）となっております。

【仕様書】９ 業務内容の詳細について

（４）利用者一覧などの利用状況の把握
祝日および年末年始は②の要件を満たせばよいと捉えていいでしょうか
その場合、①および②の要件を満たす運用ならば弊社独自の提案をさせていただい
てもよろしいでしょうか

【仕様書】８ 事業実施に係る全般的事項について

はい、ご認識のとおりです。
資材(病衣、タオル類)の洗濯業務は、医療関連サービスマーク制度の認定を受けた事業者が
直接行う必要があります。
(患者、妊婦、産婦若しくはじょく婦に貸与する衣類の洗濯の業務を委託する場合は、医療法に
よりいわゆる「業務を適正に行う能力のある者」に委託しなければならない旨、義務づけられて
いるため。)

【仕様書】６ 使用料について

「沖縄県病院事業局固定資産管理規程第 23 条第１項の規定に基づき算出した額」
をお教えください

【仕様書】６ 使用料について


